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第３章 計画の基本方針             

１ 基本方針                              

 第11次市勢発展長期計画では、少子高齢・人口減少、暮らしと意識の多様化、コミュニテ

ィの変化、循環型社会の実現、高度情報化の進展、グローバル化、地域経済の発展、改革の

時代といわれる社会の潮流に迅速・的確に対応し、効率的にまちづくりを推進していくこと

として、本市の都市像「だれもが“ほっと”できるまち真岡」の実現に向け、まちづくりの

基本方針を定めています。 

本計画では、上位計画である第11次市勢発展長期計画の７つの政策を踏まえ、本計画の基

本方針として７項目を設定しました。この基本方針に基づき、ICTを活用した行政情報サービ

スを地域間の格差なく「必要な時に、いつでも・どこでも・何でも・だれでも、安心・安全

に受けられる」ように市民の利便性の向上を目指します。 

 

Ⅰ 地域情報化の基本方針 

～情報化の恩恵を享受し、利便性の向上を目指す～ 

情報化が急速に進展するなかで、全ての市民が等しく情報通信社会の恩恵を享受できるよ

う、市民サービスの質的向上、新たなサービスの提供、市民負担の軽減、情報発信力の強化

を図り、市民のニーズに適し利便性の向上を目指すシステムを構築します。 

 

Ⅱ 行政情報化の基本方針 

～行政運営の効率化・高度化を図る～ 

行財政運営の合理化を図るとともに高度情報化社会に対応したさまざまな行政サービスを

市民に提供するため、電子自治体の実現を目指します。また、情報化施策を円滑に推進し、

情報通信技術を活用した行政サービスを提供するため、職員の情報活用能力の育成・向上に

努めるとともに、個人情報の保護及びセキュリティポリシーを確立し、安全で安心できる情

報化を推進します。 
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２ 方針の体系図                           
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情報化の基本方針 

方針１ 暮らしやすさが実感できる情報化の推進 

方針２ 学びと歴史・文化が豊かな心を育む情報化の推進 

方針３ 思いやりと安心に満ちたみんな元気な情報化の推進 

方針４ 自然と潤いがある安全快適な情報化の推進 

方針５ 地域と産業が調和する活力ある情報化の推進 

方針６ 市民の知恵と夢で拓く情報化の推進 

方針７ 効率的で市民にわかりやすい情報化の推進 

 

地域情報化 

主に市民が直接利用し、利便性の向上

など情報化の恩恵が受けられるシス

テム 

 

行政情報化 

主に職員が利用し、内部事務の効率化

や行政サービスの向上のためのシス

テム 

 


